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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第65期

第１四半期
連結累計期間

第66期
第１四半期
連結累計期間

第65期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 1,736,389 1,705,865 7,966,103

経常利益 (千円) 61,498 36,082 643,917

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 41,137 30,141 455,723

四半期包括利益
又は包括利益

(千円) 107,546 △74,291 246,593

純資産額 (千円) 8,864,448 8,698,762 8,957,735

総資産額 (千円) 11,079,513 10,798,765 11,187,029

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 4.84 3.58 53.79

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 79.7 80.2 79.8

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、世界経済の減速懸念や急激な円高、株安などの影響から輸

出と生産面に鈍さが見られるものの、緩やかな景気回復基調が続いております。

また、海外経済においては、緩やかな景気回復基調が続いているものの、中国をはじめとする新興国経済減速

の影響や英国の欧州連合(ＥＵ)離脱問題等により、先行きは不透明感が強まっております。

一方、当社グループが属する電子計測器、電源機器等の業界においては、世界経済の減速懸念や円高の影響を

受け、製造業の設備投資の動きは慎重であり、受注環境は厳しい状況で推移いたしました。

このような状況の中、当社グループは引き続き環境・エネルギー関連市場、自動車関連市場及び冷凍空調機器

市場を中心に積極的な営業活動と研究開発活動を行うと共に、原価低減と経費節減にも努力を重ねてまいりまし

た。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は17億５百万円(前年同期比1.8％減)、営業利益は３千万円

(前年同期比4.1％増)、経常利益は３千６百万円(前年同期比41.3％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は３

千万円(前年同期比26.7％減)となりました。

　

当社グループは、電子計測器、電源機器等の各種電子応用機器の製造、販売を行っているものであり、セグメ

ントは単一であります。したがいまして、セグメント情報は開示しておりません。

　

なお、当社グループにおける製品群別の売上の概況は、次のとおりであります。

　

《電子計測器群》

電子計測器分野においては、航空機用電子機器の測定器が好調に推移いたしました。また、車載電子機器用Ｅ

ＭＣ(電磁的両立性)関連試験機器に動きが見られましたが、安全関連試験機器は低調に推移いたしました。

以上の結果、売上高は３億８千２百万円(前年同期比5.8％減)となりました。

　

《電源機器群》

電源機器分野においては、自動車関連市場及び冷凍空調機器市場向けにバイポーラ電源等の直流電源、交流電

源、さらに新製品であるＰＬＺ－５Ｗシリーズ等電子負荷装置が好調に推移いたしましたが、全般的には力強さ

を感じないまま推移いたしました。

以上の結果、売上高は12億５千６百万円(前年同期比0.3％減)となりました。
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《サービス・部品等》

サービス・部品等につきましては、特記すべき事項はありません。

当該サービス・部品等の売上高は、６千６百万円(前年同期比3.8％減)となりました。

　

上記に含まれる海外市場の売上の概況は以下のとおりであります。

　

《海外市場》

米国では、車載関連市場の検査装置用直流電源に動きがありましたが、全般的には低調に推移いたしました。

欧州では、航空機関連市場への直流電源に動きが見られました。

アジアにおいては、中国の自動車関連市場への安全関連試験機器及び直流電源に動きがみられましたが、全般

的には低調に推移いたしました。韓国では次世代車載機器市場への直流電源、また、東南アジアでは空調機器関

連市場への交流電源、エネルギー関連市場への直流電源がそれぞれ好調に推移いたしました。

以上の結果、海外売上高は５億１千３百万円(前年同期比18.3％減)となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間の総資産は、たな卸資産が増加したものの、現金及び預金並びに受取手形及び売掛

金の減少等により、前連結会計年度末に比べ３億８千８百万円減少し、107億９千８百万円となりました。

負債は、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末に比べ１億２千９百万円減少し、21億円となりまし

た。

純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により増加したものの、剰余金の配当等により、前連

結会計年度末に比べ２億５千８百万円減少し、86億９千８百万円となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであります。

① 基本方針の内容

当社の株式は、株主及び投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大量買付

提案等であっても、企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではなく、

株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的に株主全体の意思に基づいて行われるべ

きものと考えます。

しかしながら、株式の大量買付の中には、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量

買付提案等を強行するといったものも少なくありません。

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値、当社を支

えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に

確保、向上させる者でなければならないと考えております。したがいまして、企業価値ひいては株主共同の

利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付提案等を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配

する者として不適切であると考えます。
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② 不適切な支配の防止のための取り組み

当社は、大量買付提案の買付行為がなされた場合について、その大量買付者が中長期的な経営意図や計画

もなく一時的な収益の向上を狙ったもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、買収等の

提案理由、買付方法等が不当・不明確であるなどの事情があるときは、企業価値を毀損し、株主共同の利益

に資するとはいえないと考えます。

また、大量買付行為を受け入れるかどうかは、最終的には株主の皆様の判断に委ねるべきものであります

が、株主の皆様が適切な判断を行うためには十分な情報が提供される必要があると考えます。

そこで、大量買付行為に対するルールとして、特定の株主グループの株式等保有割合を20％以上となるよ

うな当社株式の買付を行う者に対して、(ａ)買付行為の前に、当社取締役会に対して十分な情報提供をする

こと、(ｂ)その後、独立委員会がその買付行為を検討、評価・交渉・意見及び代替案立案のための期間を設

けることをルールとして策定いたしました。このルールが遵守されない場合やその買付行為が企業価値また

は株主共同の利益に対する侵害・毀損をもたらすおそれのある買付と認められる場合に、当社はこれに対す

る買収防衛策を導入すべきものと考えます。

このような観点から、当社は、平成28年５月13日開催の取締役会において、当社の企業価値・株主共同の

利益を向上させるため、基本方針に照らし不適切な買付行為の防止の取り組みとして、当社株式の大量買付

行為に関する対応策(買収防衛策)の継続を決議し、平成28年６月29日開催の当社第65回定時株主総会におい

て承認を得ております。

③ 上記②の取り組みについての取締役会の判断

当社取締役会は、上記②の取り組みが当社の上記①の基本方針に沿って策定され、当社の企業価値、株主

共同の利益を損なうものではないと考えます。

また、取締役の恣意的な判断を排するため、独立委員会を設置し、独立委員会の勧告を最大限尊重して買

収防衛策が発動されることが定められており、当社取締役の地位の維持を目的とするものではありません。

　

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は２億６千２百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 30,000,000

計 30,000,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成28年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年８月４日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,900,000 9,900,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数は100株でありま
す。

計 9,900,000 9,900,000 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成28年６月30日 － 9,900,000 － 2,201,250 － 2,736,250

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成28年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

平成28年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

－ －
普通株式 1,496,300

完全議決権株式(その他) 普通株式 8,429,100 84,291 －

単元未満株式 普通株式 1,600 － －

発行済株式総数 9,900,000 － －

総株主の議決権 － 84,291 －

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式69株が含まれております。

② 【自己株式等】

平成28年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
菊水電子工業株式会社

神奈川県横浜市都筑区
東山田１－１－３

1,469,300 － 1,469,300 14.84

計 － 1,469,300 － 1,469,300 14.84

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成28年４月１日から平成

28年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,885,005 2,522,771

受取手形及び売掛金 2,399,253 2,247,113

有価証券 100,404 100,404

商品及び製品 549,680 657,229

仕掛品 321,534 359,733

原材料及び貯蔵品 543,053 540,777

その他 335,266 349,681

流動資産合計 7,134,198 6,777,712

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 525,306 512,816

土地 1,454,495 1,454,495

その他（純額） 253,243 258,322

有形固定資産合計 2,233,045 2,225,634

無形固定資産 37,503 40,599

投資その他の資産

投資有価証券 1,020,474 984,479

その他 763,822 772,355

貸倒引当金 △2,015 △2,015

投資その他の資産合計 1,782,281 1,754,819

固定資産合計 4,052,831 4,021,053

資産合計 11,187,029 10,798,765

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 675,756 693,624

未払法人税等 174,880 43,821

賞与引当金 181,972 86,008

役員賞与引当金 33,000 －

製品保証引当金 11,934 14,229

その他 385,469 522,685

流動負債合計 1,463,012 1,360,368

固定負債

役員退職慰労引当金 8,346 8,426

退職給付に係る負債 170,303 170,456

その他 587,631 560,750

固定負債合計 766,280 739,633

負債合計 2,229,293 2,100,002

決算短信（宝印刷） 2016年07月25日 18時23分 9ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



― 10 ―

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,201,250 2,201,250

資本剰余金 2,737,648 2,737,648

利益剰余金 4,203,600 4,049,059

自己株式 △672,487 △672,487

株主資本合計 8,470,010 8,315,469

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 375,216 315,190

為替換算調整勘定 51,343 6,720

退職給付に係る調整累計額 25,930 25,237

その他の包括利益累計額合計 452,489 347,149

非支配株主持分 35,235 36,144

純資産合計 8,957,735 8,698,762

負債純資産合計 11,187,029 10,798,765
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 1,736,389 1,705,865

売上原価 846,091 809,456

売上総利益 890,297 896,409

販売費及び一般管理費 861,264 866,198

営業利益 29,032 30,211

営業外収益

受取利息 1,672 717

受取配当金 21,313 16,536

有価証券売却益 16,779 －

その他 1,846 2,411

営業外収益合計 41,612 19,665

営業外費用

支払利息 780 609

売上割引 3,443 3,754

為替差損 3,725 8,449

その他 1,196 980

営業外費用合計 9,146 13,794

経常利益 61,498 36,082

特別利益

投資有価証券売却益 － 23,255

特別利益合計 － 23,255

税金等調整前四半期純利益 61,498 59,338

法人税等 20,526 28,288

四半期純利益 40,972 31,049

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△165 908

親会社株主に帰属する四半期純利益 41,137 30,141
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 40,972 31,049

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 59,451 △60,026

為替換算調整勘定 8,138 △44,622

退職給付に係る調整額 △1,016 △692

その他の包括利益合計 66,573 △105,340

四半期包括利益 107,546 △74,291

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 107,711 △75,199

非支配株主に係る四半期包括利益 △165 908
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

（会計方針の変更等）

１ 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日。以下「回

収可能性適用指針」という。)を当第１四半期連結会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計

処理の方法の一部を見直しております。

　回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(４)に定める経過的な取扱いに従っており、

当第１四半期連結会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項(３)①から③に該当する定めを適用し

た場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差

額を、当第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加算しております。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の期首において、繰延税金負債(固定負債)が792千円減少し、利益剰余金

が792千円増加しております。

２ 平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応

報告第32号 平成28年６月17日)を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

　

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

減価償却費 52,719千円 40,336千円
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（株主資本等関係）

　

前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日
定時株主総会

普通株式 187,031 22 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

３ 株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

当第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月29日
定時株主総会

普通株式 185,473 22 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

３ 株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

（セグメント情報等）

当社グループは、電子計測器、電源機器等の各種電子応用機器の製造、販売を行う単一セグメントであるため、

記載を省略しております。

（金融商品関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

（有価証券関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 4円84銭 3円58銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 41,137 30,141

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
金額(千円)

41,137 30,141

普通株式の期中平均株式数(株) 8,501,431 8,430,631

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成28年８月４日

菊水電子工業株式会社

取締役会 御中

　

新日本有限責任監査法人

　
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 薄 井 誠 ㊞

　
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 博 貴 ㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている菊水電子工業株

式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成28年４月１日から

平成28年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年６月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半

期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、菊水電子工業株式会社及び連結子会社の平成28年６月30日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)１ 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告
書提出会社)が別途保管しております。

２ ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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